
活動事例

04 15

04 企業支援

活 動 の フ ロ ー

・制度の活用

・企業の体制づくり

（介護休業、休暇制度）

・介護にも理解のある職場風土

・担当者、窓口

（外部専門家との連携）
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04 企業支援

・セミナー開催

・職員・企業相談会

・社労士など関係機

関との連携

・職員アンケート

・企業の体制づくり

17

04 セ ミ ナー 開催
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04 セ ミ ナー 開催
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04 セ ミ ナー 開催
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04 セ ミ ナー 開催
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04 セ ミ ナー 開催
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04 職員支援

・個別相談
オンライン、電話、メール、LINE等

・施設サービス情報提供

・CMとの連携

・申請代行

など

23

活動から見えたこと

05
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05 活動から見えたこと

プライベート

な事で、職場

の話題にしず

らい

将来の見通し

が立たない

核家族化で、

協力、相談者

がいない

介護サービス

の情報なく、

理解が難しい
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05 活動から見えたこと

対応が後手に

回ってしまい、

状況悪化

介護であまり

休むと、勤務

評価に影響？

育児と介護の

ダブルケア

本人がサービ

スを利用した

がらない
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表面化しずらく、相談先なく、話ずらく抱え込む。

後手になってしまい、追いつめられると、辞める

しかなくなる。

情報がない

休みがとりずらい。勤務の評価に影響。貴重な

人材を引き留め、安心して働き、福利厚生、ワー

クライフバランス

テレワーク、時短勤務など新しい働き方

職場の理解

活用率低く、前例がない。誰にも起こりうることで

、お互い様。復帰後のポスト、チームへの迷惑

感で取得進まない

介護休業、休暇制度

利用者、家族の関係性の再構築。

それぞれの生活、将来を尊重。

本人らしい、生活、能力、経験を活かした働き方

、家族の在り方、人生の模索

利用者・家族の関係性

05 まとめ
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出展 厚生労働省ホームページ

令和６年改正法解説資料より
一部抜粋
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出展 厚生労働省ホームページ

令和６年改正法解説資料より
一部抜粋
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■事業主に以下の措置義務。

・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情

報の個別周知・意向確認

・介護に直面する前の早い段階（40歳等）の両立支援制度等に関する情報

提供※併せて介護保険制度についての周知も望ましい（指針）

・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

※介護休業制度の目的（介護の体制を構築するために一定期間休業するも

の）の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、

その制度目的を踏まえることが望ましい（指針）。

■介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう

事業主に努力義務。

■介護休暇の勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは

廃止する。 出展 厚生労働省ホームページ

令和６年改正法解説資料より一部抜粋
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THANK YOU!
ご清聴ありがとうございました

@team_gokinjo
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